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今年の春闘は、ここ数年産別最

低賃金を独占禁止法に抵触すると

して回答をかたくなに拒否してい

る日本港運協会(日港協)に対して、

中央労働委員会にあっせんを申し

出て、あっせん委員から「独占禁

止法の問題とはならないと解され

るため、労使双方は、産業別最低

賃金について、真摯に協議を行い、

その解決に努めること」というあっ

せん案が出ました。

組合側はこれを受諾するものの

日港協は「中央労働委員会が独禁

法問題にならないといってもその

言葉に責任はないし、公取委に対

する免罪符とはなり得ません」と

あっせん案を拒否した。一方、防

衛省や依頼を受けた港運業者が沖

縄港運協会に事前協議の申請をし

ないまま、中城湾港で自衛隊車両

約２００台の積み込みや積み降ろ

しをしたとして、沖縄地区港湾労

働組合協議会は事前協議違反とし

て無期限の抗議ストライキに入っ

た。事前協議制度とは（第９条第

１項／輸送体制並びに荷役手段の

形態変化に伴い、港湾労働者の雇

用と就労に影響を及ぼす事項につ

いては、あらかじめ協議する）港

湾の産別労使協定であり、港湾作

業の安全と雇用秩序の維持、港湾

の労働力の安定的出力を確保する

ための制度である。

その後の全国港湾１９春闘第１

回要求提出の場で日港協の指導性

を問いただし、ストライキ通知を

行うという異様な中での１９春闘

が始まり、３月31日(日)始業時よ

り24時間、その後、毎日曜日に反

復ストライキを決行。にもかかわ

らず解決に至らず、４月14・15日

においては48時間に及ぶ22年ぶり

の平日ストライキとなった。この

まま休日ストライキが続けば、Ｇ

Ｗ９連休にもストライキ突入もや

むなしとの判断もあり、島国日本

においてあまりにも影響が大きす

ぎると、いったん休戦として小団

交に切り替え、１９春闘は７月25

日にようやく仮協定までこぎつけ

た。しかし、仮協定の中身は一定

の前進は見たものの、肝心な産業

別最低賃金については切り離した

形となった。このことを春闘が始

まって数回に及ぶストライキを行っ

た結果としてはどう総括するのか、

また、沖縄中城湾港において事前

協議違反をした「はくおう」が釧

路港に臨時寄港で事前届出の文書

が出たことは評価するが、沖縄で

の事前協議違反に対して謝罪が全

くない状態である。

また、大阪における全日建連帯

関生支部に対する権力による大弾

圧が続いていることは、労働組合

として重要な場面に直面している。

さまざまな課題がある中、10月

５日に行われる大阪支部定期大会

では、組合員に活発な議論をして

頂き、これからも大阪支部の前進

と団結の意思を固めていこう。
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10月１日から、消費税が10％に

引き上げになります。３％に始ま

り５％、８％と引き上げられてき

た消費税率の改訂ですが、今回の

改訂では、新たに２つの制度が導

入されるため、これまでとは異な

る対応や準備が必要です。あらゆ

る業種に影響があり、細かなルー

ルへの対応が必要になる「軽減税

率制度」について学習しましょう。

まず、消費税は私たちが普段、

商品の購入やサービスを受けたと

きに、現在はその対価の８％を負

担しています。個人の生活では価

格が増すことだけを懸念しますが、

企業となると消費税を支払うだけ

でなく、預かった分を納付しなけ

ればなりません。

消費税納税義務者となる課税事

業者と、免税事業者に分かれます。

細かな特例はありますが、原則的

には基準期間（前々年度）におけ

る課税売上高が1000万円以下の事

業者は免税となります。納税義務

者は「課税売り上げにかかる消費

税額（もらった消費税）」から

「課税仕入れにかかる消費税額

（支払った消費税）」を引いた

「差額」を税務署に納めます。例

えば、仕入れ額が1000万円でその

消費税が80万円、売上額が1500万

円でその消費税が120万円だとす

ると、120万円－80万円＝40万円

を、消費税として納付することに

なります。この差額がマイナスに

なった場合は還付されます。設備

投資をしたときなどの消費税も、

支払った消費税として預かった税

額から差し引きします。

まず、企業経営が増税で受ける

影響という意味では、合計金額が

上がればお財布の紐は固くなり、

企業としては増税前の受注が増え

る想定をしておいた方がよいが、

以前の増税より荷動きがあまり良

くないのではと懸念されます。

今後の見通しについても、楽観

的な要素は少ないです。10月の消

費増税前の駆け込み需要で名目経

済成長率は１％増となる予想です

が、名実逆転は解消するものの、

日本経済は正念場を迎え、むしろ

10月以降、可処分所得の減少や、

消費行動に及ぼす悪影響は避けら

れません。

国の財政状況から今後も消費税

は増税されていくことが予想され

ます。この軽減税率は低所得者層

への配慮という名目で導入された

ものです。しかし、この「品目に

よって税率を変える」という制度

は、これまで日本にはなかったも

のなので、導入後の混乱は必至で

しょう。

増税分の使い道は何？

その答えは、“足りないもの”

である社会保障費に全額充てられ

ることですが、はたしてそうなる

ものか疑問であす。

新たに加わった主な使い道を見

ていくと、①幼児教育・保育の無

償化、②待機児童の解消、③高等

教育の無償化などがありますが、

在日外国人も税金を支払っている

のに外国人学校幼児施設は10月か

ら除外されるのです。税金の一部

だと考えると、米国から戦闘機な

どを購入するため、防衛費は今年

度予算比1.2％増の５兆３２２３

億円になります。

まずは、災害で被害を受けた地

域の復旧、国策となった電柱の地

中化問題、劣化した水道管の交換、

福島など被災地の復興、最低賃金

の引き上げで経済の活性化、人権

差別撤廃を図ることではないでしょ

うか。 （執行部 陣内）
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